
 

(5) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 

 給与の支給人員が常時 10人未満の場合は、納付手続を簡素化するために当申請書を提出

して承認を受けることにより、次のとおり納期限が年 2回になります。 

1月～ 6月までの支給分 7月 10日まで 

7月～12月までの支給分 翌年の 1月 20日まで 
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101 - 0062

千代田区神田駿河台２－９

神 田

       

青 色 太 郎

         

青色商店

×× 8 2 270,000

○○

○○ ○○

1 100,000

×× 9 2 270,000

×× 10 2 270,000

×× 11 2 270,000

×× 12 2 270,000

×○ 1 2 270,000

６ か月に満たない場合は

その期間分を記入します。

03 3294 2301


